
別
表
第
五
（
第
五
条
関
係
）

区

分

金

額

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
お

け
る
金
額

一

法
第
五
十
五
条
の
三
の
認
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

百
五
十
万
八
千
四
百
八
十
六

円

百
五
十
万
七
千
五
百
八
円

二

前
項
に
規
定
す
る
認
定
の
更
新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

七
十
万
六
千
三
百
七
十
五
円

七
十
万
五
千
三
百
九
十
七
円

附

則

こ
の
省
令
は
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令

和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
林
畜
水
産
業
関
係
補
助
金
等
交
付
規
則
別
表
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
予
算
に
係

る
補
助
事
業
等
に
よ
り
取
得
さ
れ
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
か
ら
適
用
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
九
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
関
係
手

数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健

電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
の
認
定
に
係
る
手
数
料
の
額
）

第
五
条

法
第
五
十
五
条
の
三
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
は
、
別
表
第
五
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め

る
金
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
二
の
項

上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
五
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
五
条
の
四
各
号
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
審
査
に
際
し
追
加
の
調
査
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
調
査
に
関
し
て
同
表
二
の
項

中
欄
に
定
め
る
金
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
下
欄
に
定
め
る
金
額
）
を
超
え
る
特
別
の
費
用

を
要
し
た
と
き
は
、
当
該
金
額
に
当
該
調
査
に
要
し
た
実
費
の
範
囲
内
で
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
を
加
え
た
額

と
す
る
。

別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。






